


令和○○年○○月○○日

社会福祉法人　○○会
理事長　○○　○○　様

社会福祉法人　○○会　
評議員　○○　○○　印


評議員会招集手続省略に係る同意書


　社会福祉法第４５条の９第１０項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１８３条の規定（評議員会の招集手続の省略）に基づき、下記により評議員会を開催することについて同意します。

記

１　開催日時　　令和○○年○○月○○日　午後○時～
２　開催場所　　社会福祉法人　○○会　○○○園　会議室
３　議題・議案　　議　　題：□□□□について
　　　　　　　　　　　議　　案：第１号議案　○○○○について
　　　　　　　　　　　　　　　　第２号議案　△△△△について
　　　　　　　　　　　報告事項：○○○○について



※　評議員会の開催にあたっては、招集の手続を経ることなく評議員会を開催することについて、評議
員全員の同意があるときは、招集の手続を省略することができますが、「評議員会の開催日時等を理
事会で決議する」という手続を省略することはできません。
また、招集の手続を省略する場合には、「評議員全員の同意があったことが客観的に確認できる書
類が必要である」とされています。【ガイドライン】
これは、評議員会の手続瑕疵は、社会福祉法第４５条の１２で準用する一般社団法人及び一般財団　
　　法人に関する法律第２６６条で規定されている評議員会の決議の取消し事由になり得るため、それ
[bookmark: _GoBack]を防ぐために、書面化が求められていると考えられます。
		

